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後期高齢者終末期相談支援料等の凍結について

先般、平成20年6月25目付け事務連絡（保81）Fにて、中医協において「後期高齢者

終末期相談支援料」が本年7月1目より凍結する旨、諮問・答申されたことをご連絡申し上

げたところであります。

今般、標記事項に関連する告示r診療報酬の算定方法の一部を改正する件」が6月30日

に公布され、本年7月1目より適用されることとなり、併せて厚生労働省保険局医療課長通

知が発出されましたので、改めてご連絡申し上げます。

　これにより、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表第2章区分番号B　O18に

掲げる後期高齢者終末期相談支援料並びに区分番号C　O　O5に掲げる在宅患者訪問看護・指

導料の注7および区分番号C　O　O5－1－2に掲げる居住系施設入居者等訪問看護・指導料

の注7に規定する加算等については、7月1目をもって凍結し、別に厚生労働大臣が定める

目（現時点では定められていない。）までは算定できないこととなります。

　また、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法別表通則第1号の4に規

定する後期高齢者終末期相談支援療養費についても、同様に、7月1日をもって凍結し、別

に厚生労働大臣が定める目（現時点では定められていない。）までは算定できないこととな

ります。

　なお、後期高齢者終末期相談支援料等は、患者およびその家族等と終末期の診療方針等に

ついて十分に話合いを行った上、話合いの内容をとりまとめた文書等の提供があった後、当

該患者の退院時又は死亡時に算定されるものであるが、本年6月30目において、既に患者

およびその家族等に対し当該文書等の提供を行った保険医療機関等については、経過措置と

して、当該患者に限り、7月1日以後も診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等を

算定することが可能であります。また同様に、本年6月30目において既に利用者およびそ

の家族等に対し後期高齢者終末期相談支援療養費に係る文書等の提供を行った訪問看護ス

テーションについては、当該利用者に限り、7月1日以降も後期高齢者終末期相談支援療養

費を算定することができるものであります。（経過措置の具体例については、医療課長通知

別紙を参照されたい。）

つきましては、貴会会員への周知方ご高配賜わりますようお願い申し上げます。



＜添付資料＞

①【官報抜粋】

　・診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平20．6．30　厚生労働省告示第349号）

　・訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件

　　（平20．6．30　厚生労働省告示第350号）

②後期高齢者終末期相談支援料等の凍結について

　（平20．6．30保医発第0630001号　厚生労働省保険局医療課長）
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蒔
錐
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①
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ぴ
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伴
叫
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。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
別
表
第
二
の
目
次
中
「
潮
岨
騨
蚤
．
謹
選
誰
」
を
　
鵬

　
湘
幅
罵
蚤
．
≦
蚤
誰
　
に
改
め
る
。

ω
恨
　
鞍
謡
置
飼
　
　
」

　
別
表
第
二
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
搬
ω
欄
　
鞍
詩
置
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濫
祷
δ
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①
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別
表
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め
る
。
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別
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．
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鶴
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。
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①
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働
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三
百
五
十
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高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七

年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の

額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
七

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
六
月
三
十
日
に

お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
訪
問
看
護
療
養

費
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
別
表

通
則
第
一
号
の
4
の
注
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
及
び
そ
の

家
族
等
に
文
書
を
提
供
し
た
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

お
け
る
当
該
利
用
者
に
対
す
る
当
該
指
定
訪
問
看
護
の
費

用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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の
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づ
き
、
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る
。
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。
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大
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の
所
在
場
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県
芳
賀
郡
茂
木
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大

　
　
字
小
貫
字
山
中
三
九
九
の
一
、
四
〇
〇
、
四
〇
一
、

　
　
四
〇
二
の
一
、
四
〇
三
の
一
、
四
〇
六
の
一
、
四
〇

　
　
八
の
一
、
四
〇
九
、
四
一
〇
の
一
、
四
一
二
、
四
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三
の
一
、
四
二
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の
二
、
四
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〇
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、
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〇
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、
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〇
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六
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、
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字
弁
才
天
四
一
八
か
ら
四
二
〇
ま
で
、
四
二
一
の
一
、

　
　
四
二
三
、
字
カ
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字
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四
か
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で
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台
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七
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後期高齢者終末期相談支援料等の凍結について

　本日、診療報酬の算定方法の…部を改正する件（平成20年厚生労働省告示第349号）及び訪問看護

療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の■一部を改正する件（平成20年厚生労働省告示第

350号）が公布され，、本年7月1日（以下r適用日jという。）より適用されることとなったところ

である。

　這用に当たっての留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し

周知徹底を図られたい。

記

1　改正の内容

（1）診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一一医科診療報酬点数表第2章

　区分番号B　O18に掲げる後期高齢者終末期相談支援料並びに区分番号C　O　O5に掲げる在宅

　患者訪問看護・指導料の注7及び区分番号C　O　O5－1－2に掲げる居住系施設入居者等訪問

　看護・指導料の注7に規定する加算、別表第二歯科診療報酬点数表第2章区分番号B　O16に

　掲げる後期高齢者終末期相談支援料並びに別表第三調剤報酬点数表第1部第2節区分番号19

　に掲げる後期高齢者終末期相談支援料（以下「診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料

　等」という。）については、適用日をもって凍結し、別に厚生労働大臣が定める日（現時点で

　は定められていない。）までは算定できないこととしたこと。

（2）訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平成20年厚生労働省告示第67

　号）’別表通則第1号の4に規定する後期高齢者終末期相談支援療養費についても、　（1）と同

　様、適用日をもって凍結し、別に厚生労働大臣が定める日（現時点では定められていない。）

　までは算定できないこととしたこと。

2　経過措置（別添参照）

（1）診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等については、　「診療報酬の算定方法の制定



等に伴う‘実施上の留意事項について」　（平成20年3月5日保医発第0305001号保険局医療課長

通知）に規定するとおり、患者及びその家族等と終末期の診療方針等について十分に話合いを

行った上、話合いの内容を取りまとめた文書等の提供を行った後・当該患者の退院時又は死亡

時に算定されることとなっているものであるが、本年6月30日において既に患者及びその家族

等に対し当該文書等の提供を行った保険医療機関及び保険薬局については、当該患者に限り、

適用日以後も診療報酬における後期高齢者終末期相談支援料等を算定することができることと

したこと。

（2）　（1）と同様、本年6月30日において既に利用者及びその家族等に対し後期高齢者終末期相

　談支援療養費に係る文書等の提供を行った訪問看護ステーションについては、当該利用者に限

　り、適用日以後も後期高齢者終末期相談支援療養費を算定することができることとしたこと。

（3）なお、当該患者及び当該利用者は、従前どおり、適用目以後も作成した文書等の内容につい

　て、変更を本人の希望に沿って何度でも行うことができること。
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○終末期相談支援料については、本年7月1日から算定できないものとする。（算定を再開す
　ることが出来る日は、別に厚生労働大臣が定めるものとする。）

○ただし、6月30日までに、終末期相談支援料に係る文書等の提供を行った場合について
は、当該文書等の提供を行った患者に限り、費用を算定することができる。

【入院患者の場合】

　（ケース1）

　　相談支援の開始が

　　7月1日以降

　　　　　　ヨ
　　　相談支援開始
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　：
　　　　　　ロ相談支蛎開始　：

　　　　　　：
　　　騒，　　　　1

患者への文書等の提供
／

退院

（ケース2）

相談支援の開始が

6月30日以前で、

文書等の提供が

7月1日以降

患者への文書等の提供

　　　　　禦
　，
　l　l　l　l　I　l　l　I　l　I　l　l　I　じ
　　
　：

　：患者への文書等の提供
、ノ

　　　　　〆 ／
退院

（ケース3）

相談支援の開始’

及び文書等の提供

が6月30日以前

相談支援開始

γ　、

退院

7月1日
※患者は、作成した文書の変更を何度でも自由に行うことができる。




